
札幌市新型インフルエンザ等対策有識者会議運営要領 

 

平成 30 年７月 18 日   

保健福祉局医務監決裁   

 

（目的） 

第１条 この要領は、札幌市附属機関設置条例（平成 26 年条例第 43 号）に基づく札幌市 

新型インフルエンザ等対策有識者会議（以下「有識者会議」という。）について、札幌市

新型インフルエンザ等対策有識者会議規則（平成 30 年規則第 13 号）に定める事項のほ

か、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（協議事項） 

第２条 この有識者会議は、次の事項について協議を行う。 

(1) 全庁横断的な体制構築、外部機関との相互連携などの実施体制について 

(2) 発生段階別サーベイランスの実施、様々な情報の収集・分析の方策について 

(3) 市民・医療機関に対する情報提供、共有方法等の検討について 

(4) 個人・地域・社会レベルでの予防・まん延防止策の実施について 

(5) 医療機能を確保するための方策について 

(6) 市民生活及び経済への影響を最小限とするための対策について 

(7) その他必要な事項について 

  

（組織） 

第３条 この有識者会議は、次のいずれかの分野に関する専門的知識を有する者の中から

市長が委嘱する者をもって構成する。 

(1) 医療体制 

(2) 公衆衛生 

(3) 感染症対策 

(4) 社会経済機能 

(5) インフラ機能 

(6) 市民生活 

 

 （分科会） 

第４条 有識者会議に、課題別の専門的な評価及び助言を行うため、必要に応じて分科会

を設置することができる。 

２ 分科会は、課題別に必要に応じて開催する。 

３ 分科会に属すべき構成員は、有識者会議の構成員の中から委員長が指名する。 

４ 委員長は、当該分科会に属する構成員の中から分科会の長を指名する。 

５ 分科会の結果は、有識者会議に報告するものとする。 

 

附 則 

この要領は、平成 30 年７月 18 日から施行する。 


